
福 井 県 学 校 業 務 改 善 方 針 の 骨 子 （ 案 ） について 
 

 

 

 

取組期間  目     標 

２０１９年度～２０２１年度 （３年間） 
 ・３年後（２０２１年度）までに時間外勤務８０時間／月以上の教員をゼロにする 

・年次休暇平均取得日数 １１日／年 

現状と課題 取組の方向性 具体的な取り組み ○…県下一律（県・市町）で取り組むもの ●…市町に取組を任せるもの   …予算対応が必要なもの 

教員の働き方に対する意識・制度 
・「時間をかけることが熱意の表れ」という考え方が根付いている 

・効率的に業務を遂行しようとする時間管理の概念が希薄である 

・休むと他の教員に負担がかかるため、休暇が取りにくい 

・超過勤務が月８０時間超の教員が中学校・高等学校で約２５％を占める 

 
（参考）本県の教員の勤務時間（全役職）      ※H30年 9月 

勤務時間管理の徹底 ○勤務時間の客観的な把握・集計（タイムカードや ICTの活用など） 

○児童、生徒の登下校時刻の設定や部活動、会議等の勤務時間を考慮した時間設定 

○退庁時間の設定（小学校：１９時 中学校・高校：２０時） 

○ノー残業デーの導入（週１回） 

勤務時間を意識した 

働き方の徹底 

○管理職のマネジメント能力養成研修を実施 

○教員への働き方の意識づけ研修を実施 

○人事評価制度に時間外勤務縮減、業務改善の観点を盛り込み、見直し 

○学校のスクールプランに業務改善・教員の適正な勤務時間の内容を記載 

○学校評価に業務改善・教員の働き方に関する項目を位置づけ、学校関係者評価、第三者評価を実施 

○「ふくい優秀教員表彰」を活用し、時間外勤務縮減、業務改善に取り組む学校・教員を表彰 

長期休業期間や授業

時数の適正な設定 

●夏休み期間の短縮（１日の授業時間減により、授業準備時間の確保・早い退勤を実現） 

●春休み延長による新年度準備期間の確保 

●適正な授業時間数の設定により、勤務時間内に業務処理時間を設ける 
休暇を取得しやすい環境

づくり・勤務時間の見直し 
○長期休業期間に一定期間の学校閉庁日を設定 

○年次休暇起算日変更やリフレッシュ休暇の分割取得等の休暇制度の改正を検討【長期的に検討】 

教員業務の増大 
・学校や教員が担うべき業務とそうでない業務が混在し、業務が増大している 

・県・市町教育委員会からの事業・調査等が多い 

・研修や会議が多い・長い 

・標語・ポスター、作文等の応募依頼や民間団体からの家庭向けの配布依頼が多い 

 ・学習指導の他、生徒指導、部活動、保護者や地域との連携など学校や教員に対する多様 

な期待が多い 

  

 

 

校務の削減・効率化 ○統合型校務支援システムを導入（指導要録記載、成績処理等の負担軽減） 

○県・市町教委の事業・調査・研修・研究授業・計画・行事の精査・簡素化・削減 

○長期休業中に県教委、市町教委主催の研修を行わない期間を設ける（お盆期間、年末年始等） 

○学校内の会議・行事の精査・簡素化・削減 

●留守番電話や市町教委転送による時間外の保護者対応の負担軽減 

教員業務の明確化 ○専門スタッフ、外部人材の活用を促進 

 ・スクールカウンセラー、部活動指導員等の活用、人員確保の支援 

・学校運営支援員等による授業準備、補助的業務（簡単な丸付け等） 

 ・大学と連携し、教育実習生・教育学部生が部活動指導、清掃指導、学校運営支援員等を行い、単位認定【長期的に検討】 

○事務職員の研修や共同実施の推進により、事務職員の学校運営参画を実施 

●学校徴収金（学校給食費、教材費、修学旅行費等）の公会計化（教育委員会や首長部局が実施） 

○作文・絵画コンクール等への出展、チラシ等の配布依頼の負担軽減について、各種団体へ協力依頼・調整 

ＰＴＡ・地域との連携・

協力 

  

○適正な勤務時間の設定の取組について、保護者や地域への理解を得る取り組みを実施（リーフレット作成、講演会） 

○学校業務の外部委託、地域との連携を強化 

・福井型コミュニティスクール等の拡充、地域学校協働活動の推進 

 ・登下校、見回り、補導対応、プール監視等について、地域、警察等関係機関と連携強化 

○学校部活動の参加行事の見直し（小学校含む） 

○小学生の各種団体主催大会や地域行事等への参加方法・形態の見直し（学校主体→地域や地域クラブ等主体へ） 

部活動の負担 
・部活動後に授業準備、成績処理、学校行事の準備、各種校務を実施している 

・部活動のため、土日も出勤しなければならない 

・経験のない分野の部活動顧問になる場合、負担が大きい 

・少子化等で規模が縮小し教員数が減少している学校でも、部活動数は減らないため、 

顧問の負担が大きくなっている 

・中学校教員の時間外勤務時間のうち部活動指導の時間が約３８％を占める 

部活動運営の適正化 

 

○部活動指導員をはじめとした外部人材の積極的な参画を促進 

・部活動指導員の全校配置 

・「ふくいしあわせ元気国体」に出場した教員や事務職員が部活動指導を行うことにより、教員の負担を軽減 

○共同管理体制の導入 

○適正な活動時間や休養日について明確な基準を設定（活動時間：平日２時間程度、休日３時間程度）※朝練の原則禁止 

○部活動活動日の上限を設定（休養日：平日週１日、土日のいずれか１日） 
   ※大会参加などで土日ともに活動した場合等に、休養日を他の週に振り替えることは可 

○３時間の部活動手当の設定 

○入試における部活動に対する評価の在り方の見直し（特色選抜） 

○県中体連、市町中体連、高体連、高文連、各競技団体、連盟等との連携・協力（大会やコンクール等の規定の見直し） 

○各競技団体・連盟等の業務の見直し 

●小学校における放課後活動の負担軽減 

部活動数の適正化 ○学校の規模により部活動数を削減（中学校） ※教員数のおおむね 1/2までとする 

○複数の学校による合同部活動や地域クラブ等との連携を促進  

平成 31年 1月 17日 
学 校 振 興 課 

校種                  平日在校時間（休憩除く） 超過勤務８０時間超過者 

小学校 １０時間０９分 １．７％ 

中学校 １０時間５１分 ２６．８％ 

高等学校 ９時間４７分 ２４．８％ 

特別支援学校 ８時間５８分 ０．４％ 

 

（参考）「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方」 
※H29.12 中教審中間まとめより 

基本的に学校以外が担うべき業務 
学校の業務だが、必ずしも教員 

が担う必要のない業務 

教師の業務だが、負担軽減が 

可能な業務 

①登下校の対応 

②放課後等の見回り、児童生徒の

補導対応 

③学校徴収金の徴収・管理 

④地域ボランティアとの連絡調整 

⑤調査・統計等への回答 

⑥児童生徒の休み時間における

対応 

⑦校内清掃 

⑧部活動 

⑨給食時の対応 

⑩授業準備 

⑪学習評価や成績処理 

⑫学校行事の準備・運営 

⑬進路指導 

⑭支援が必要な児童生徒・家庭への 

対応 

 

国の動向により長期的に検討 ・変形労働制の導入   ・勤務時間の上限の設定   ・スクールロイヤーの配置 

 

中学校教員の時間外勤務時間（月） うち部活動（月）  部活動が占める割合 

７４時間３２分 ２８時間１２分 ３７．８% 
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